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訴訟の判決に関するお知らせ 

 

当社は、株式会社クオリーメン（以下「クオリーメン」という。） に対して、平成 27 年 3 月

30 日付で提起していた名誉棄損等損害賠償請求訴訟（以下「本件訴訟」という。）について、平

成 28 年 2 月 23 日付で判決言渡を受け、本日調書が到着しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 判決のあった裁判所及び年月日 

東京地方裁判所  平成 28 年 2 月 23 日 

 

2. 訴訟を提起した相手方（被告） 

（1）名称 株式会社クオリーメン 

（2）本店所在地 東京都世田谷区成城 6-14-23 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役 山下靖弘 

 

3. 訴訟の原因及び判決に至った経緯 

当社は、平成25年12月20日付「新たな事業の開始及び株式会社クオリーメン（以下、クオ

リーメンとする）及び株式会社ジェネシス（以下、ジェネシスとする）との業務提携契約の締

結に関するお知らせ」にてお知らせしましたように、再生医療に関して3社で役割分担をして

事業を進めてまいりました。ところが、平成26年12月4日付「株式会社クオリーメンからの業

務提携契約の解除通知による業務提携内容の一部変更に関するお知らせ」でお知らせしました

ように、クオリーメンより解除通知を受け開示しました。 

当社としては、上記業務提携契約に関して債務不履行の事実はなく、当該契約は有効である

と考えており、また、間違った IR 情報は開示していないと考えております。しかしながら、

クオリーメンは当社が虚偽の IR 情報を開示していると断定し、当社の社会的信用を低下させ

る記事を掲載し続けました。 

このような事態に鑑み、当社はクオリーメンに対して、名誉棄損等損害賠償請求事件として

上記訴訟を提起しました。 

 



   これに対してクオリーメンは、各記事の公表前後の当社の株価動向等を裁判所に提示して、

当社には社会的評価の低下がないと主張しておりましたが、当社は、クオリーメンの主張は

不当であるとして、全面的に争ってまいりました。 

   裁判所の見解は、以下のとおりです。 

  「原告が虚偽のＩＲ情報を開示していると断定し、証券取引等監視委員会の調査を求め、調

査に協力する予定であるという内容の本件記事４(*)と、同様の指摘をし、原告が傀儡である

ジェネシスを利用して被告に執拗な対応をし、原告が株価動向に影響を与えるような不正行

為をしている疑念があると意見表明した本件記事５(*)は、原告の社会的評価を低下させて打

撃を与える意図がうかがえ、対抗言論の域を超えているから、原告に対する不法行為が成立

するものとするのが相当である。」 

 

（*）本件記事４とは、クオリーメン社のホームページ上の記事 

2015 年１月 31 日付け「再生因子ビジネスに係る株式会社 T&C ホールディングスによる事

実に反する IR 情報に対する措置」についてのお知らせ とのタイトルの記事 

（*）本件記事 5 とは、クオリーメン社のホームページ上の記事 

   2015 年 2 月 10 日付け「株式会社 T&C ホールディングスの平成 27 年 2 月 9 日付け IR 情

報による事実誤認の防止に係る注意喚起」のお知らせ とのタイトルの記事 

 

4. 判決の内容 

(1) 被告は、被告のホームページ上の記事（http://quarry-men.com/newsrelease/news）のうち

4、5 の記事を削除せよ。 

(2) 原告のその余の請求を棄却する。 

(3) 訴訟費用はこれを 12 分し、その１を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。 

 

5. 今後の見通し 

今後、開示すべき事項が生じましたら速やかにお知らせいたします。 

以 上 


